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第１節  施策の体系 
 

 第３章に掲げた環境づくりの目標像の実現に向け、本計画期間では以下の体系に沿って各施策
を進めていきます。第４章では、各施策における⾏政の具体的な取り組み、町⺠・事業者に期待
される取り組みを示すとともに、各施策の進捗や達成度を点検・評価するため、計画最終年度の
令和 7（2025）年度における施策指標を設定します。 
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第２節  脱炭素社会の実現 

●温室効果ガス削減目標の設定 

  令和 12（2030）年度 温室効果ガス排出量の削減目標 

平成 25(2013)年度比 39.4％ の削減を目指します 

 国においては、令和 3（2021）年 10 月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」により、令和
12（2030）年度の温室効果ガス排出量の削減目標として、46％削減（平成 25 年度比）を掲げて
います。また、広島県においては、令和 5（2023）年 3 月に「第 3 次広島県地球温暖化防止地域
計画」を改定し、令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出量の削減目標を 39.4％削減（平成 25
年度比）に変更し、従来の 22％削減から大幅に目標値を引き上げています。 
 当町においても、令和 5（2013）年 3 月 13 日に宣言した、2050 年ゼロカーボンシティを実現
するため、令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出量の削減目標を 39.4％削減（平成 25 年度比）
に変更し、前期計画の目標（前期計画：年率▲1％・累計▲15.7％）から大幅に引き上げます。 

 

・現状すう勢 

 令和 12（2030）年度まで、現状のまま追加的な対策を講じない場合（現状すう勢）の将来推計
において温室効果ガス削減量は、218 千 t-CO2（▲20.1％）となる見込みです。 
  

現状
すう勢

電力排出
係数

省エネ
対策等

805 568 ▲ 237 ▲ 156 ▲ 77 ▲ 4 29.5%

28 14 ▲ 13 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 12 48.0%

家庭 96 33 ▲ 63 ▲ 27 ▲ 29 ▲ 7 65.7%

業務 136 59 ▲ 77 ▲ 40 ▲ 31 ▲ 6 56.6%

3 3 ▲ 0 ▲ 0 0 0 3.0%

1,068 678 ▲ 391 ▲ 224 ▲ 138 ▲ 29 36.6%

13 3 6 0 ▲ 3

1,082 693 ▲ 388 ▲ 218 ▲ 138 ▲ 32 35.9%

0 ▲ 0 0 0 ▲ 0 －

1,082 693 ▲ 389 ▲ 218 ▲ 138 ▲ 33 更に

35.9% 20.1% 12.8% 3.0% ▲ 37

1,082 656 ▲ 426 ▲ 218 ▲ 138 ▲ 70 3.5%

39.4% 20.1% 12.8% 6.5% 削減必要

その他ガス

合　　計

森林等吸収源

削減ポテンシャル量
合　計

削減目標（39.4％）
達成のための削減量

二
酸
化
炭
素

産業部門

運輸部門

民生
部門

廃棄物部門

小　　計

排出量 削減量

（削減量内訳）
削減
割合

（単位：千t-CO2）

部門・区分

基準値

H25年度

（2013）

目標値　R12（2030）年度
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・電力排出係数 

 電力排出係数の改善（石炭火力発電の減少、再生可能エネルギー発電の増加など）を見込む場
合の温室効果ガス削減量は、138 千 t-CO2（▲12.8％）となる見込みです。 

・省エネ対策など 

 国が策定する「地球温暖化対策計画」に基づく追加的な対策を講じた場合の温室効果ガス削減
量は、32 千 t-CO2（▲3.0％）となる見込みです。 
 なお、産業部門においては、温室効果ガス削減に向けた技術開発において、⻑期的な実証研究
が進められている段階の技術が多く、令和 12（2030）年までの削減ポテンシャルは 4 千 t-CO2

と、その他の部門よりも低く設定されています。 

・目標達成に向けて 
 当町における温室効果ガス削減ポテンシャルの合計は、388 千 t-CO2（▲35.9％）と推計され、
削減目標である▲39.4％を達成するためには、更に 37 千 t-CO2（▲3.5％）の削減が必要と試算
されます。 
 目標達成に向け、特に排出量の約８割を占める産業部門での削減が重要となります。 
 これまでは、事業者自らが排出量の削減に取り組んできたところですが、事業者の削減計画や
目標が着実に達成されるとともに、産業競争力向上との両立が図られるよう、事業者との連携・
協働に取り組みます。また、新技術の導入やインフラ整備など、広域的な取り組みが必要な課題
に対しては、広島県や近隣市町との連携も図りながら、取り組みを進めていきます。 
 

国の温室効果ガス削減目標の内訳 

出典：地球温暖化対策計画（概要版） 
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① 省エネルギー対策の推進 
 

環境施策の概要 

 温室効果ガス削減目標を達成するためには、排出量の約 8 割を占める産業部門の削減が重要とな
ります。これまで、「広島県生活環境の保全などに関する条例」に基づく「温室効果ガス削減計画書」
制度などにより、事業者自らが排出量を見直し、削減に取り組んできたところですが、継続した更
なる削減のため、自主的な取り組みが着実かつ効率的に達成されるための取り組みを実施します。 
 また、家庭部門は、日常における節電などの省エネ⾏動などにより、前期計画期間において、最
も削減が進んでおり、更なる削減を進めるには、省エネ効果が大きい住宅の断熱化や省エネ家電へ
の買い替え促進などの取り組みを検討します。 

府中町の取り組み 

●企業との連携及び取り組み支援 

・町内の特定事業者との連携を図り、「温室効果ガス削減計画書」の進捗をフォローアップします。 
・事業者が⾏う温室効果ガス削減に向けた優良事例などを横展開し、広く波及させていきます。 
・各種支援制度などの情報を共有し、補助金申請のサポートなど、企業の設備更新を後押しします。 

●脱炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルへの転換を促す情報発信 

・省エネルギー⾏動の効果や具体的な方法、地球温暖化に関する国や広島県の動向などを情報発信
することで、省エネルギー⾏動への理解と実践の定着を図ります。 

・「うちエコ診断」や「省エネ診断」の受診など、日常生活や事業活動における消費エネルギーや電
気料金の「見える化」を推進し、省エネルギー⾏動の意欲を醸成します。 

・情報発信においては、Web サイトや SNS など ICT を活用した普及啓発を⾏います。 

●省エネルギー性能の高い設備・機器などの導入促進 

・ZEB や ZEH など省エネ性能の高い建築物の普及に努めます。 
・町⺠や事業者に対し、省エネ機器の導入や利用について普及啓発を⾏います。 

●スマート・ムーブやスマート・モビリティの推進 

・公共交通の利便性の向上を図り、公共交通機関の利用を促進します。 
・駐輪場や道路など自転車が安全に利用できる環境整備を進めます。 
・次世代自動車の普及やエコドライブの実践について啓発を⾏います。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●「温室効果ガス削減計画書」による継続的な取り組み 

・広島県生活環境の保全などに関する条例に基づく「温室効果ガス削減計画書」及び「温室効果ガ
ス削減実施状況報告書」を作成し、継続的に取り組む。【特定事業者】 

●脱炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルへの転換 

・国が推奨する「脱炭素でつながる新しい豊かな暮らしを創る国⺠運動」※P51 を実践する。 
 【町⺠・事業者】 
・カ−ボンオフセット商品やサービスの開発・提供・販売に努める。【事業者】 

●「うちエコ診断」や「省エネ診断」の受診 

・「うちエコ診断」を受診し、効果的な省エネ対策を実践する。【町⺠】 
・「省エネ診断」を受診し、省エネや再エネへの投資を検討する。【事業者】 

 

  



第４章 目標像の実現に向けて 

- 51 - 

第
１
章 

計
画
の
基
本
的
事
項 

第
２
章 

環
境
の
現
状
と
課
題 

第
３
章 

目
標
像
と
基
本
方
針 

第
４
章 

目
標
像
の
実
現
に
向
け
て 

第
５
章 

計
画
の
推
進 

資
料
編 

参
考
資
料 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

産業部門における温室効果ガス排出量の 

削減割合 
－ 

【H25 年度】 
▲19％ 

【R2 年度】 
▲25％ 

【R7 年度】 

家庭部門における温室効果ガス排出量の 

削減割合 
－ 

【H25 年度】 
▲28％ 

【R2 年度】 
▲42％ 

【R7 年度】 

 
 

 

出展：環境省 脱炭素でつながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動サイト 
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② 再生可能エネルギーの導入促進 
 

環境施策の概要 

 脱炭素社会の実現には、再生可能エネルギーの導入拡大が欠かせません。 
 広島県の再生可能エネルギーの導入ポテンシャルは、太陽光発電が主力と見込まれており、工場
や家庭での太陽光発電の導入を推進します。また、FIT 制度による電力買取り価格は下落が続いて
おり、買取り期間が終了する設備も出始めているため、発電した電気を売るのではなく、自家消費
型への転換を促進します。 

府中町の取り組み 

●再生可能エネルギー設備の導入支援 

・住宅における太陽光発電システムや蓄電池などの導入助成を⾏います。 
・町⺠や事業者に対し、再生可能エネルギー設備の導入につながる情報を提供し、普及拡大を図り

ます。 

●再生可能エネルギー由来電力の利用促進 

・環境に配慮された電力として、再生可能エネルギー由来の電力を公共施設へ導入するとともに、
町⺠や事業者への利用促進を図ります。 

●木質バイオマスのエネルギー利用の検討 

・森林整備によって発生する間伐材（木質バイオマス）のエネルギー利用※P54 について検討します。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●再生可能エネルギー設備の導入 

・太陽光発電システムや蓄電池などの導入に努める。【町⺠・事業者】 
・PPA※の実施を検討する。【事業者】 

●再生可能エネルギー由来の電力の利用 

・再生可能エネルギー由来の電力契約への見直しを検討する。【町⺠・事業者】 
 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

再生可能エネルギー発電設備導入容量 

（累計） 【新規】 
4,373 kw 
【R2 年度】 

5,200 kw 
【R7 年度】 

再生可能エネルギー設備の導入に係る 

助成件数【新規】 
0 件/年 

【R3 年度】 

30 件/年 
【R7 年度】 

 

 

  

●PPA（Power Purchase Agreement）とは 

 企業などが所有する施設の屋根などを電力事業者が借り、無償で発電設備を設置し、発電した電気を企
業などが購入及び使用することで、電気料金と CO2 排出の削減を目指す電力販売契約のこと。 
●PPA のメリット 

・初期費用が不要で太陽光発電システムを導入することができる。 
・CO2 を排出しないクリーンエネルギーを使用することで地球温暖化に貢献できる。 
・蓄電池を導入することで非常用電源として活用できる。 
・事業者がメンテナンスするので管理が不要。 
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③ 脱炭素社会の実現に向けた公共の率先した実行 
 

環境施策の概要 

 府中町第４次地球温暖化対策実行計画【事務事業編】に基づき、公共施設や設備の改善（ハード
対策）と職員の率先行動（ソフト対策）を併せて実施します。 

府中町の取り組み 

●省エネルギー対策の推進 

・LED 照明などの省エネルギー設備の更新について計画的に進めます。 
・更新時期を迎える公用車は、代替できない場合を除き、原則次世代自動車などに更新します。 
・クールビズやウォームビズによる夏季・冬季の省エネ対策に取り組みます。 
・⼀⻫退庁⽇やＷＥＢ会議の活用などにより、業務改善を図ります。 
・物品などの購入にあたっては、グリーン購入方針に基づき、環境負荷の少ない製品を購入します。 
・県内の ESG 投資への機運醸成に貢献するため、広島県が発行するグリーンボンドを購入します。 

●再生可能エネルギーの導入 

・新設する公共施設については、太陽光発電パネル及び蓄電施設を導入します。既存施設について
は、改修工事にあわせて再エネ施設の設置を検討し、最大限設置するよう努めます。 

・公共施設などの電力調達について、再生可能エネルギー由来の電力を調達するよう努めます。 

●廃棄物の減量化・リサイクルの推進 

・両面印刷や２アップ印刷の徹底や電子決裁などの利活用により、用紙使用量を抑制します。 
・庁舎などから発生する廃棄物について、分別収集ルールに沿って、ごみの分別を徹底します。 

●職員の環境意識の向上 

・国が推奨する「脱炭素でつながる新しい豊かな暮らしを創る国⺠運動」を参考に、環境配慮の意
識を高め、率先して実践します。 

 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

行政活動に伴い発生する温室効果ガス 

排出量の削減割合 
－ 

【H25 年度】 
▲34 ％ 

【R3 年度】 

▲38％ 

【R7 年度】 

太陽光発電設備を導入している 

公共施設数（累計） 
2 施設 

【H25 年度】 
4 施設 

【R3 年度】 

増加に努める 
【R7 年度】 
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☝ 府中町ゼロカーボンシティ宣言 

 当町では、令和 32（2050）年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティ
の実現を目指すことを、令和 5（2023）年 3 月 13 日に宣言しました。 
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第３節  豊かな自然環境との共生 
 

① 森林の再生 
 

環境施策の概要 

 平成 30 年 7 月豪雨災害以降、町内の森林は荒廃し、森林から河川への土砂流出、シカやイノシシ
などの鳥獣被害の増加など、様々な影響が顕在化しています。 
 土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収源、水源涵養、野生生物の生息、レクリエーションの場の提
供といった、森林がもつ公益的機能を維持・保全するため、森林整備と適正管理により森林の再生
を図るとともに、森林資源を有効的に活用します。 

府中町の取り組み 

●森林整備と適正管理 

・荒廃した森林の再生を図るため、間伐や植樹などの森林整備を加速化します。 
・手入れが⾏き届いていない私有林について、森林経営管理制度に基づき、林業経営者への再委託

や公的管理などについて、段階的に検討を進めていきます。 
・松くい虫やナラ枯れなどの病害虫被害を早期に把握し、拡大防止に努めます。 

●森林資源の有効利用 

・公共施設における木材利用を促進するとともに、県産材の利用拡大を図ります。 
・森林整備によって発生する間伐材（木質バイオマス）の利活用※について検討します。 

●森林保全活動団体との協働 

・当町では森林保全活動団体が精力的に活動され、自然環境の保全に大きな役割を果たしています。
今後も森林保全活動団体との協働を進めるとともに、活動が更に活性化するよう支援します。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●森林の適正管理 

・自身が所有する森林の適正管理に努める。【町⺠・事業者】 
・森林経営管理制度に基づく調査などに協力する。【町⺠・事業者】 

●森林資源の有効利用 

・住宅や事務所などを建築する場合、県産材を利用した木造建築物とする。【町⺠・事業者】 

●森林保全活動への参加 

・森林の公益的機能の重要性を認識し、地域の森林保全活動に参加する。【町⺠・事業者】 
 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

森林の間伐面積（累計） 
6.2 ha 

【H26 年度】 
19.2 ha 

【R3 年度】 

37.2 ha 
【R7 年度】 

 

 

  

●間伐材（木質バイオマス）の利活用 

 木質バイオマスは、薪や木質チップ・木質ペレットなどに加工され、ストーブやボイラーなどの燃料とし
て利用される。⼀方で、森林整備により伐採した木材は、収集コストの面から森林に残置され、そのほとん
どが利用されていないのが現状である。こうした木材は、国内で年間約 2,000 万㎥発生していると言われ、
木質バイオマスの利用拡大にあたり、未利用間伐材の活用が重要な課題となっている。 
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② 自然との触れ合いの推進 
 

環境施策の概要 

 水分峡森林公園の適正管理と再整備により、自然に触れ合える憩いの場として、安全で快適な公
園利用を促進します。あわせて、自然観察や林業体験などの体験型環境学習やイベントの開催など
を通じ、自然と触れ合う機会を提供します。 

府中町の取り組み 

●水分峡森林公園の利用促進 

・水分峡森林公園の各施設は、老朽化が目立ち始めており、定期的な点検と計画的な修繕を⾏い、
自然と触れ合う憩いの場として、安全で快適な公園利用を促進します。 

・水分峡森林公園では、従来の家族レジャーや散策を目的とした利用者に加え、近年ではキャンプ
利用者が急増しています。様々な世代が楽しく利用できるよう、利用者ニーズを踏まえた再整備・
リニューアルについて検討します。 

・水分峡森林公園の散策ルートとなる草摺の滝や岩谷観音跡などは、地域を代表する自然景観とし
て保全します。 

・水分峡森林公園の散策ルートやキャンプ場の利用方法など、公園利用者が安全で楽しく自然と触
れ合える情報を提供します。 

●自然と触れ合う機会の提供 

・小中学生を対象として、野生生物に関する環境学習や林業体験を開催し、自然環境に対する理解
を深めます。 

・ひろしま「⼭の日」県⺠の集いなど、自然と触れ合うイベントを開催します。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●自然との触れ合い 

・水分峡森林公園を利用し、ふるさとの自然環境への愛着を深める。【町⺠】 
・地域の自然環境を利用したエコツーリズムなどを企画・検討する【事業者】 

 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

水分峡森林公園の来園者数【新規】 
88,841 人/年 
【H27 年度】 

46,848 人/年※ 
【R3 年度】 

94,000 人/年 
【R7 年度】 

※平成 30（2018）～令和 3（2021）年度は、水分峡森林公園災害復旧工事により、公園利用の制限期間 
 

       水分峡森林公園キャンプ場                 林業体験 
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③ 人と野生生物との棲み分け 
 

環境施策の概要 

 近年、増加しているシカやイノシシなどの鳥獣被害を防止するため、「府中町鳥獣被害防止計画」
に基づき、「生息地の保全」「個体群管理」「防除対策」を組み合わせ、総合的な鳥獣被害対策を推進
します。また、生態系のバランスを保つため、希少な野生生物の保護や外来生物の生息域拡大防止
など、生物多様性の保全を推進します。 

府中町の取り組み 

●鳥獣被害の防止 

・個体群管理は、鳥獣の生息状況に応じて適切に管理します。 
・個体群管理の担い手を育成・確保するため、狩猟免許取得を促進します。 
・侵入防止柵などの防除対策の補助制度の活用について、普及拡大に努めます。 
・鳥獣との遭遇時の適切な対応方法や市街地に近づけない対策について、普及啓発を⾏います。 
・駆除した鳥獣のジビエなどへの活用について検討します。 

●生物多様性の保全 

・関係機関と連携し、希少な野生生物やその生息・生育環境の適切な保護・保全に努めます。 
・外来生物について、正しい知識や情報の普及啓発を⾏うとともに、関係機関と連携し、外来生物

の定着や生息域の拡大を防止します。 
・特にヒアリ※やセアカゴケグモ※などの生態系や人体に危害を及ぼす特定外来生物に関し、関係機

関と連携し、適切な対応を⾏います。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●鳥獣被害の防止 

・鳥獣の「エサ場」となるゴミや未収穫耕作物などを残さない。【町⺠】 
・鳥獣の「棲み処」となっている敷地へ侵入防止柵を設置する。【町⺠】 
・鳥獣に遭遇した時の適切な⾏動により、直接的な被害を回避する。【町⺠】 

●生物多様性の保全 

・外来生物への理解を深めるとともに、外来生物を持ち込まない。【町⺠・事業者】 
・希少な野生生物の保全活動に参加する。【町⺠・事業者】 

 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

鳥獣による人身事故の発生件数【新規】 
0 件/年 

【R3 年度】 

0 件/年 
【R7 年度】 

「府中町鳥獣被害防止計画」に基づく 

鳥獣の捕獲数【新規】 

24 頭/年 

【R3 年度】 

200 頭/年 

【R7 年度】 

 

  

●ヒアリ 

極めて攻撃的で強い毒をも
ち、刺されると激しい痛みと
水疱状に腫れ、ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ
を引き起こす場合もある。 
県内では H29 に福⼭市で初
めて確認され、広島市・呉市
の港湾部で確認されている。 

●セアカゴケグモ 

メスは有毒で体⻑ 7〜10mm 
全体が⿊⾊で腹部の背面に
赤⾊の帯状の模様がある 
オスは無毒で体⻑ 4〜5mm 
県内では H24 に大竹市で初
めて確認され、以降 28 事例
が確認されている。 
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第４節  快適な生活環境の維持 
 

① 生活環境の悪化の未然防止 
 

環境施策の概要 

 生活環境の悪化を未然に防止するため、町内の大気質、水質、騒音・振動の状況を継続的に把握
するとともに、公害苦情に対し迅速な対応とその解決に努めます。 

府中町の取り組み 

●生活環境悪化の未然防止 

・町内の大気質、水質、騒音・振動の状況を継続的に調査及び公表し、生活環境を監視します。 
・生活環境の悪化が確認される場合には、大気汚染防止法などの関係法令に基づき、関係機関と連

携し、汚染物質の除去などの対策が適切に実施されるよう指導します。 
・光化学オキシダント※や微小粒子状物質（PM2.5）※などの注意報などを速やかに発信し、健康被

害を防止します。 

●公害苦情への対応と解決 

・住⺠から寄せられる公害苦情に対し、その状況確認や必要な指導・助言などを迅速に⾏い、相談
者と発生源者との相互理解を働きかけるなど、その解決に努めます。 

・飼い主のいない猫の不妊去勢手術や糞尿管理など、町⺠が⾏う地域猫の活動を支援します。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●事業活動における生活環境の保全 

・関係法令などを遵守し、工場や事業所などから排出されるガスや排水などを適正に処理するとと
もに、問題が発生した場合には速やかに対処する。【事業者】 

・騒音や振動、悪臭が発生する施設や作業時にあたっては、周辺に配慮する。【事業者】 

●日常生活における生活環境の保全 

・生活騒音に関して、近隣へ配慮する。【町⺠】 
・野焼きや家庭でのゴミの焼却など、悪臭を発生させる⾏為を⾏わない。【町⺠】 
・所有する空き地や空き家などを適正に管理する。【町⺠】 
・ペットを適正に飼育する。【町⺠】 

 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

大気質・水質・騒音・ダイオキシンの調査 

結果のうち、環境基準を満たす割合 
88.0 ％ 

【H26 年度】 
88.0 ％ 

【R3 年度】 

達成率の向上 
【R7 年度】 

 

 

●光化学オキシダント 

 光化学オキシダントとは、工場や車から出る窒素酸化物や炭化水素と紫外線エネルギーとが反応して、
生成する汚染物質である。オキシダントが高濃度になると、目や喉に刺激を与え、目がチカチカする、喉
が痛いなどの症状がみられることがある。 
●微小粒子状物質（PM2.5） 

 PM2.5 とは、大気中に浮遊する粒径 2.5μm 以下の微小粒子状物質のことを指し、草や木・化石燃料の燃
焼によって発生する。PM2.5 は非常に小さな粒子であるため、肺の奥深くまで入り込みやすく、呼吸器・
循環器系の疾患を引き起こすことがある。 
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② 水辺環境の保全 
 

環境施策の概要 

 美しく恵み豊かな水辺環境や瀬⼾内海を次世代へ継承するため、河川などの水質の継続的な監視
による水質汚濁の未然防止を図るとともに、公共下水道の整備による生活排水対策の推進や水辺環
境の美化活動を促進します。 

府中町の取り組み 

●水質汚濁の未然防止 

・河川などの水質について、継続的に調査及び公表し、水辺環境を監視します。 
・水質汚濁が発生した場合には、水質汚濁防止法などの関係法令に基づき、関係機関と連携し、汚

染物質の除去などの対策が適切に実施されるよう指導します。 

●生活排水対策の推進 

・公共下水道の計画的な整備とその普及を推進します。 
・合併処理浄化槽の適正管理を推進します。 

●水辺環境の美化活動の促進 

・GREEN SEA 瀬⼾内ひろしま・プラットフォームの取り組みや活動に参画します。 
・太田川水系 31 河川の⼀⻫清掃イベント「クリーン太田川」を国や近隣市町と共催し、ごみのポイ

捨て防止やモラルの向上を図ります。 
・「広島県アダプト制度」の認定団体による河川清掃活動などを広島県と連携して支援します。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●水質汚濁の防止 

・関係法令などを遵守し、工場や事業所などからの排水を適正に処理するとともに、問題が発生し
た場合には速やかに対処する。【事業者】 

●生活排水対策の実施 

・公共下水道へ接続する。【町⺠】 

●水辺環境の美化活動への参加 

・川や水路にごみを捨てない。【町⺠】 
・河川の清掃活動などに積極的に参加する。【町⺠・事業者】 

 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

公共下水道人口普及率 
89.4 ％ 

【H26 年度】 
98.7 ％ 

【R3 年度】 

99.5 ％ 
【R7 年度】 

川や水路の水のきれいさに対する満足度 

（町民アンケート結果）【新規】 
51.3 ％ 

【R4 年度】 
60.0 ％ 

【R7 年度】 
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第５節  質の高い都市環境の創造 
 

① 美しい街並みの形成 
 

環境施策の概要 

 当町は、「商業」「工業」「住宅」といった複合的な機能がコンパクトな市街地内で住み分けられ、
また市街地と自然環境が隣接する特徴的な街並みを形成しています。それぞれのゾーンに調和した
景観形成を図るとともに、市街地における緑化、まちの清掃・美化活動を促進し、美しい街並みを
形成します。 

府中町の取り組み 

●景観に配慮した都市基盤整備・土地利用  

・役場周辺や向洋駅周辺は、町の商業・交通結節拠点として、ユニバーサルデザイン化を図るとと
もに、町⺠や事業者とも協働し、魅力的でシンボリックな景観を創出します。 

・町北東部の⼭林（市街化調整区域）は、「都市計画マスタープラン」「立地適正化計画」との整合を
図り、開発を抑制することで、⼀帯の⼭林・緑として広がりをもつ眺望・景観を保全します。 

・景観法に基づき、建築物の規制・誘導を⾏い、地域と調和した景観形成を図ります。 

●市街地における緑化の推進 

・当町の市街地の特性上、現状以上の公園や緑地の確保は難しい状況にあるため、榎川や府中大川
沿いの空間を有効的に利用し、市街地内の緑化を推進します。 

・都市公園や都市計画道路などの植栽や花壇を適正に管理します。 

●まちの清掃・美化活動の推進 

・地域コミュニティによる、まちの清掃・美化活動を支援します。 
・町⺠や事業者との協働により「空き缶等散乱ごみ追放キャンペーン」を開催し、ごみのポイ捨て

防止やモラルの向上を図ります。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●周辺景観への配慮 

・建築物を新築、改修する際は、周辺の景観に配慮する。【町⺠・事業者】 

●自宅や事業所の緑化 

・自宅や事業所に生垣やシンボルツリーを設置するなど緑化に努める。【町⺠・事業者】 

●まちの清掃・美化活動への参加 

・ごみのポイ捨てをしない。【町⺠】 
・まちの清掃、美化活動に参加する。【町⺠・事業者】 

 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

街並みの美しさ・緑の豊かさに対する満足度

（第 4 次総合計画アンケート結果）【新規】 
29.6 ％ 

【R2 年度】 

35.0 % 
【R7 年度】 

空き缶等散乱ごみ追放キャンペーン参加人数 

【新規】 
507 人 

【R4 年度】 
600 人 

【R7 年度】 
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② 歴史・文化資源の保全と活用 
 

環境施策の概要 

 当町は、古代⼭陽道の駅家や安芸国の国府が置かれていたと伝えられ、安芸国の政治・文化の中
心地であったといわれています。以降、今日まで⻑い歴史と伝統を受け継いできたことを踏まえ、
今後も歴史・文化資源の適正な保全・活用及び次世代への継承を図るとともに、普及・啓発に取り
組みます。 

府中町の取り組み 

●歴史・文化拠点の保全 

・多家神社などがある宮の町三丁目周辺は、推定古代⼭陽道があるなど、当町の歴史・文化拠点で
あるとともに、市街地内のまとまりのある貴重な緑地空間として、その保全と修景に努めます。 

・多家神社への参道として歴史的景観を残す榎川沿いの松並木は、適切に維持管理し、次世代に継
承します。 

●下岡田官衙遺跡の保存と活用 

・令和 3 年に国の史跡に指定された下岡田官衙遺跡の適正な保存・活用について検討を進めます。 

●歴史・文化資源の普及啓発 

・令和 4 年 4 月にリニューアルした歴史⺠俗資料館を活用し、府中町の歴史文化の特性や文化財の
普及啓発に取り組み、町⺠の郷土意識の醸成を図ります。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●歴史・文化資源の保全と継承 

・地域の伝統⾏事への参加や歴史⺠俗資料などでの学習を通じ、地域の伝統や文化を次世代に継承
する。【町⺠】 

・開発事業などを⾏う場合は、埋蔵文化財に留意し、必要に応じて調査に協力する。【事業者】 
 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

歴史分野や自然スポットのまちの魅力の 

情報発信・活用に対する満足度 

（町民アンケート）【新規】 

42.2 ％ 
【R4 年度】 

50.0 ％ 
【R7 年度】 

芸術文化イベント参加者及び活動者数【新規】 
349 人/年 
【R3 年度】 

510 人/年 
【R7 年度】 

 

     リニューアルした歴史民俗資料館                多家神社 
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第６節  資源循環による環境負荷の低減 
 

① ごみの排出抑制の推進 
 

環境施策の概要 

 「ごみのスリム化」に向けて、優先的にごみを増やさない「リデュース」と、使えるものは繰り返
し使う「リユース」を推進します。これにより、大型ごみの減量化や、食品ロスやプラスチックごみ
の削減に向けた取り組みを推進します。 

府中町の取り組み 

●リデュース（排出抑制）・リユース(再使用)の推進 

・広報紙やホームページなどを活用して、リデュースとリユースによるごみの減量化に関する情報
を継続して提供します。 

・簡易包装、詰替え製品など、環境に配慮した製品の普及を促進します。 
・関係団体と連携し、リユース市などを開催し、不用となった衣類などのリユースを促進します。 

●家庭系ごみの減量化の推進 

・日常生活で取り組むことのできる、ごみ減量化の手法や効果などの情報を提供します。 
・生ごみを少なくする調理方法などを紹介し、家庭などにおける食品ロスの削減を推進します。 

●事業系ごみの減量化の推進 

・多量排出事業者の排出状況を調査し、事業者と連携して排出抑制の取り組みを推進します。 
・不適正排出事業者に対し、直接指導を⾏います。 
・食品ロス削減に向けて、飲食店への啓発や福祉団体などが取り組んでいるフードバンクなどの周

知、協力を働きかけます。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●リデュース（排出抑制）・リユース(再使用)の実践 

・マイバックやマイボトルなどを使用する。【町⺠】 
・簡易梱包、簡易包装に努める。【事業者】 
・リユースショップなどを活用し、不用品の再使用に努める。【町⺠】 
 

●家庭系ごみの減量化 

・ごみ減量に対する意識を高め、その取り組みを実践する。【町⺠】 
・食材の「使いきり」や料理の「食べきり」に努め、食品ロスを減らす。【町⺠】 
・生ごみは、「水きり」して排出する。【町⺠】 
 

●事業系ごみの減量化 

・事業活動に伴い発生した廃棄物は、適正な区分により、適正に処理する。【事業者】 
・店舗での商品の「てまえどり」に努める。【町⺠】 

 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

1 人 1 日あたりのごみ排出量 
797 g/人/日 
【H25 年度】 

799 g/人/日 
【R3 年度】 

758 g/人/日 
【R7 年度】 

1 人 1 日あたりの家庭ごみ排出量 
512 g/人/日 
【H25 年度】 

458 g/人/日 
【R3 年度】 

425 g/人/日 
【R7 年度】 

事業系ごみ排出量 
3,986 t/年 
【H25 年度】 

4,188 t/年 
【R3 年度】 

3,877 t/年 
【R7 年度】 
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●町内の店頭資源回収を実施しているスーパー食料品店（R5.3 時点） 

 ①アルゾ⻘崎店         
 ②イオンスタイル広島府中   
 ③サンリブ府中        
 ④スパークこいこい市場店 
 ⑤スパーク浜田店 
 ⑥フレスタ安芸府中店     
 ⑦万惣府中店         
 ⑧ユアーズ府中店       
 （※五十音順）                     イオンスタイル広島府中の店頭回収 BOX 

② ごみの資源化の推進 
 

環境施策の概要 

 ３Ｒに関する啓発、環境学習により町⺠や事業者の意識の向上を図り、主体的な⾏動を呼びかけ
ます。雑がみなど資源物の適正分別を促進し、ごみの減量化・資源化を推進します 
 事業者と連携して、資源回収拠点の普及、利用を促進します。 
 プラスチック類の資源化など、新たな分別品目の拡充に向けた具体的な検討を進めます。 

府中町の取り組み 

●資源化に向けた意識の向上 

・普通ごみ組成調査の結果を公表し、雑がみなど資源物の適正分別・適正排出を啓発します。 
・３Ｒに関する取り組み事例などを広く紹介するとともに、出前講座などにより、その普及・啓発

を図ります。 
・地域における集団回収を支援します。 

●事業者と連携した資源化の促進 

・事業者と連携し、店頭回収拠点の整備、回収品目の拡大など、店頭資源回収の普及を図ります。 

●新たな分別品目の拡充 

・プラスチック類、紙おむつ、生ごみの資源化について、先進事例、資源化技術や処理経費の動向
を踏まえ、検討を進めます。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●３Ｒの実践 

・３Ｒに関する取り組みを実践する。【町⺠・事業者】 
・雑がみなど資源物は、資源ごみとして適正に分別し排出する。【町⺠・事業者】 
・出前講座などに参加する。【町⺠】 
・研修会に講師を派遣するなど、地域や⾏政の啓発に協力する。【事業者】 

●店頭資源回収の推進 

・小売り店舗に店頭資源回収拠点の設置を検討する。【事業者】 
・店頭資源回収を利用する。【町⺠】 

 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

リサイクル率 
11.8 ％ 

【H25 年度】 

21.2 ％ 
【R3 年度】 

23.2 ％ 
【R7 年度】 
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③ ごみの適正な処理・処分の推進 
 

環境施策の概要 

 町⺠・事業者による適正排出、適正分別を徹底し、適正かつ安定した廃棄物の処理・処分を継続
します。また、ごみの排出が困難な世帯に対するふれあい収集を拡充します。 
 不法投棄対策や資源物の持ち去り対策を強化するとともに、わかりやすい情報発信を通じた適正
分別・適正排出を啓発します。 

府中町の取り組み 

●分別の適正化 

・分別ガイドブック、ごみ分別アプリなど、様々な媒体により適正分別・適正排出の情報を発信し
ます。 

・事業者に対し、⼀般廃棄物と産業廃棄物の適正な区分による適正な処理を指導啓発します。 

●処理体制・処理施設の整備 

・ごみの排出が困難な高齢者や障害者の世帯を対象に、大型ごみの⼾別収集を平成 30（2018）年度
より実施しており、⼾別収集の対象品目を拡大します。 

・安芸地区衛生施設管理組合及びその構成市町と連携して、新たな処理施設や最終処分場の整備に
向けた調査・研究を⾏います。 

●不法投棄対策・資源物持ち去り対策 

・巡回監視パトロール、重点対策箇所への監視カメラの設置など、監視体制を強化します。 
・悪質な違反⾏為に対しては、警察と連携し、厳格に対応します。 

●その他適正処理・処分に関する取り組み 

・ごみ処理経費の削減に努めるとともに、ごみ処理手数料の適正なあり方について調査研究します。 
・適正処理困難物などの町で処理することができない廃棄物については、その処理方法を、収集案

内、ごみ分別アプリなどで周知します。 
・「災害廃棄物処理計画」に基づき、他自治体や関係団体などとの連携により、災害時のごみ処理体

制を整備します。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●適正な分別 

・ごみは決められた方法に従って分別し、指定された方法により排出する。【町⺠】 
・事業活動により発生した廃棄物は、自らの責任で適正に処理する。【事業者】 

●不法投棄対策・資源物持ち去り対策 

・不法投棄や資源物の持ち去りを発見した場合は、警察や役場に通報する。【町⺠・事業者】 

●その他適正処理・処分 

・家電リサイクル法、個別物品の特性に応じた処理が定められている廃棄物は、法令などに基づき
適正に処理する。【町⺠・事業者】 

・災害廃棄物の適正処理に協力する。【町⺠・事業者】 
 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

最終処分量 
935 t/年 

【H25 年度】 
855 t/年 
【R3 年度】 

798 t/年 
【R7 年度】 
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第７節  地域協働による環境づくりの推進 
 

① 環境教育や環境学習の充実 
 

環境施策の概要 

 環境教育や環境学習を充実させ、様々な課題に対して関心を持ち・解決に向け⾏動できる持続可
能な社会の担い手を育成します。 

府中町の取り組み 

●小中学校における環境教育の充実 

・環境保全団体や事業者と連携し、小中学校への講師の派遣や教材の提供などを通じ、身近な環境
問題や気候変動問題など SDGs につながる環境教育の充実を図ります。 

●環境学習機会の提供 

・町⺠ニーズを踏まえ、子供から大人まで楽しみながら学べる環境学習メニューを企画し、開催し
ます。 

・環境保全団体と連携し、自然観察や森林環境学習、林業体験など、町⺠が参加できる体験型環境
学習の充実を図ります。 

町民・事業者に期待される取り組み 

●環境教育・環境学習への参加・協力 

・学校や地域で⾏われる環境教育や環境学習を通じて、環境に関する知識を学ぶ。【町⺠】 
・自らや自社のノウハウや技術を活かして、環境教育や環境学習への人材派遣や技術支援を⾏う。

【町⺠・事業者】 
 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

小学生が日常生活において環境対策を実践

している割合（小学生アンケート）【新規】 
78.8 ％ 

【R4 年度】 
87.0 ％ 

【R7 年度】 

環境学習講座やイベントの実施回数 
17 回/年 

【H26 年度】 
0 回/年※ 
【R3 年度】 

20 回/年 
【R7 年度】 

※コロナ禍の行動規制により、R2（2020）,R3（2021）年度は、環境イベントなどは未開催 

    エネルギア総合研究所施設見学の様子             水分峡水辺観察の様子 
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② 環境活動の活性化 
 

環境施策の概要 

 町⺠や事業者のニーズに応じた環境情報の整備や効果的な情報発信を推進し、環境に関する取り
組みの輪を広げ、多様な主体が連携・協働することで環境活動の活性化を推進します。 

府中町の取り組み 

●環境情報の充実 

・環境総合ポータルサイトを構築し、環境活動の情報をはじめ、事業者の SDGs への取り組み、環
境学習教材、各種支援制度の情報、年次報告書など、環境に関わる幅広い情報を分かりやすい形
で発信します。 

・町⺠や事業者が持つ知識や情報の入手方法や、その集積や共有方法について調査研究します。 

●環境活動の活性化 

・地域や各団体が⾏う環境活動に対し継続して支援するとともに、活動内容の紹介や活動参加者の
募集、新たな環境活動の立ち上げなど、支援の充実を図ります。 

町民・事業者・行政が協働で進める取り組み 

●集める・学ぶ 

・町が作成する環境総合ポータルサイトなどから環境情報を収集し、環境に関する知識を学ぶ。 

●共有する 
・自らや自社のノウハウや技術、環境への取り組みを共有する。 
・身近な環境問題から気候変動問題まで様々な環境課題と将来ビジョンを共有する。 

●実践する 

・環境にやさしいライフスタイルやビジネススタイルを実践する。 

●繋がる・広げる 

・情報の共有などにより繋がった多様な主体と連携・協力し、取り組みの輪を広げる。 
 

指標項目 基準値 現状値 目標値 

環境に関する情報の多さに対する満足度 

（町民アンケート結果）【新規】 
36.8 ％ 

【R4 年度】 
50.0 ％ 

【R7 年度】 

環境活動を行う町民団体の支援数 
16 団体 

【H26 年度】 
14 団体 

【R3 年度】 
20 団体 

【R7 年度】 

   空き缶等散乱ごみ追放キャンペーンの様子          緑の仲間フェスタの様子 


